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地域での暮らしを支える医療と福祉の実践としての 
なでしこプランとソーシャルインクルージョン 
－済生会が果たす役割と意義－  
 

    原田 奈津子（済生会総研 上席研究員） 

 

 

【概要】 
 医療と福祉の施設を兼ね備えた社会福祉法人である済生会では、「施薬救療の精神」を体現する活

動を行ってきた。済生会における生活困窮者支援としての「なでしこプラン」では、ホームレス、DV

被害者、刑務所出所者、外国人などへの訪問診療、健康診断、予防接種等を行い、さらに地域への貢

献として、子ども食堂や学習支援など公益性の高い取り組みを展開している。 

地域の暮らしを支えるには、家族形態や住まいの変化等による多種多様なニーズを把握し、かつ、

複合的な課題の解決に向けて取り組むことが求められている。いかに「意図的な実践や取り組み」

ができるのか、それには、「地域におけるニーズの把握」や「組織内・外との連携」が重要となる。 

 また、ソーシャルインクルージョン、つまり、社会的援護を必要としている人々すべてを対象に

し、地域社会でのつながりをつくり、排除されない社会づくりを目指す理念をもとにした新たな取

り組みがより一層求められる。「エビデンス（論拠・根拠）と活動の波及効果」を見据えた動きが必

要となる。 

【キーワード】生活困窮者支援、なでしこプラン、ソーシャルインクルージョン、済生会、取り組み 

  

【はじめに】 
 少子高齢化、家族形態の変化、地域でのつながりの希薄化などの環境の変化が人々の暮らしに大きな

影響を与えている。また、ひきこもり、虐待などといったメディアにも取り上げられるような社会的な課

題も多様化し、1つの家族の中で複合的に起こることもみられる。1つの事業所や１人の専門職では、専

門性や対応できる範囲に限りがあることから、解決に導くことが難しいこともある。そこで、地域におけ

る組織や専門職の連携が必要になってくる。特に、地域におけるリーダーシップを発揮できる組織や人

の存在が大きなカギとなる。 

【研究目的・方法】 

社会情勢の中、医療と福祉の施設を兼ね備えた社会福祉法人である済生会がどのような役割を果たし

ているのか、地域における社会的なニーズにどのように向き合って対応しているのか、さらに新たな課

題への取り組みなどについて、整理をしていくこととする。 

 本稿は、社会福祉法人の役割や生活困窮者支援に関する厚生労働省の資料や済生会のホームページや

報告書など既存の資料を用いた文献研究がメインとなる。  
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【結果・考察】 
＜社会福祉法人の果たす役割＞ 

 まず社会福祉法人の果たす役割について検討していくこととする。 

 社会福祉法人は、「社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された

法人」（社会福祉法）であり、社会福祉事業には、第一種・第二種がある。また、公益事業及び収益事業

を行うことができるとされている。 

 特に今、地域における公益的な取組について、社会福祉法人への期待が高まっている。図 1 にあるよ

うに、すべての社会福祉法人は、高い公益性に鑑み、「社会福祉事業及び第 26 条第 1 項に規定する公益

事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料

金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない」という責務が課されており、地域の

福祉ニーズ等を踏まえつつ、法人の自主性、創意工夫による多様な地域貢献活動が行われている（社会福

祉法第 24条第 2項）。  

社会福祉法人がどのように地域において貢献するのか、地域のニーズにあわせてどのような取り組み

を行っているのか、サービスの質と量が問われている。 

 また、図 2 にあるように、各地で取り組まれている実践事例について、地域のニーズに応じて、子ども

や高齢者、障がい者、生活困窮者を対象に、住まいの確保、子育て、就労、交流の場づくりなど、多様な

取り組みが展開されている。 

 

 

 

図１ 地域における公益的な取り組みについて 

 

出典  厚生労働省 HP：「社会福祉法人制度」 

 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-

 fukushi-houjin-seido/05.html 
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図２ 地域における公益的な取り組みの実践事例 

 

 出典  厚生労働省 HP：「社会福祉法人制度」 

 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-

 fukushi-houjin-seido/05.html 

 

 

＜生活困窮の背景＞ 

 ではここで、生活困窮者支援に焦点を当てて、みていくこととする。 

 生活困窮者自立支援法第 3 条において、規定されている。『この法律において、「生活困窮者」とは、就

労の状況、心身の状況、地域社会との関係性の他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を

維持することができなくなる恐れのある者をいう。』とされている。また、生活困窮とは、単純に金銭的

に厳しい状況にあるというひとくくりではなく、支援対象として、図 3 にあるようにさまざまなケース

が考えられる。 

 貧困の現れ方にもあるように、ホームレスだけでなく、生活保護のうち就労可能層、生活保護ボーダー

層などもそれぞれに応じた支援が必要となる。また、年代や世代に区切ってみると、単身の高齢者など単

身世帯、刑務所出所者、不登校の児童・生徒、外国人、ニート、引きこもりなど、日常生活を営むのに支

障がある可能性が高く、そのため支援が必要になると推察されるパターンもある。 

 支援が必要となる背景には、就労の不安定さや家族機能の脆弱化、要因の多様化と複合化があるとさ

れる。それを図においては、社会的排除の要素の複合化としている。 

 それぞれに応じた支援のあり方を検討し、何よりもシームレスな（継ぎ目のない）支援が各地で模索さ

れている。 
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図 3 生活困窮の要因の複合化イメージ 

 出典 一般社団法人北海道総合研究調査会「生活困窮者自立相談支援機関の設置・運営の手引き」

    平成 25年度セーフティネット支援対策等事業費補助金社会福祉推進事業 平成 26年 3月 

 

＜済生会の取り組み＞ 

 済生会は、明治 44 年創立の医療と福祉の施設を

兼ね備えた社会福祉法人（全国 40 支部、職員約 6

万 2 千人）であり、世界最大の民間非営利組織と

されている。活動の柱として、「施薬救療」を掲げ

ており、図 4 のように、「生活苦で医療を受けるこ

とができずに困っている人たちを施薬救療(無料

での治療)によって救おう」と活動を行ってきた。 

 済生会での「施薬救療の精神」を体現する活動

について、特に、生活困窮者支援として「なでしこ

プラン」を実施している。ホームレス、DV被害者、

刑務所出所者、外国人などへの訪問診療、健康診

断、予防接種等を行い、さらに地域への貢献とし 

て、子ども食堂や学習支援など公益性の高い取り

組みを展開している。 

 

図４ 済生会の取り組み 

出典 済生会 HP：「済生会について」

 https://www.saiseikai.or.jp/about
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 済生会では、活動目標が３つ挙げられている。①生活困窮者支援の積極的推進、②最新の医療で地域に

貢献、③医療と福祉、切れ目なくの３つである。 

 資料 1 のホームページにある紹介をもとにみていくこととする。医療と福祉の施設が存在することか

ら、子どもや高齢者など幅広い世代を対象とした支援がなされており、各地で活動を行っていることが

わかる。 

  

 

資料 1 済生会の取り組み 

 

活動目標① 生活困窮者支援の積極的推進 

 
 

 

活動目標② 最新の医療で地域に貢献 
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活動目標③ 医療と福祉、切れ目なく 

 

 出典  済生会 HP：「済生会について」https://www.saiseikai.or.jp/about/ 

 

＜なでしこプラン＞ 

 先の活動目標①にあるように、済生会における生活困窮者支援としての「なでしこプラン」では、ホー

ムレス、DV 被害者、刑務所出所者、外国人などへの訪問診療、健康診断、予防接種等を行っている。さ

らに地域への貢献として、子ども食堂や学習支援など公益性の高い取り組みを展開している。 

 このなでしこプランは、医療・福祉サービスにアクセスできない人々の医療・福祉等の増進を図るた

め、展開してきた。無料低額診療事業の対象者のみならず、生活困窮者とされる多様な人々への支援を行

っているのが特徴である。済生会の職員が積極的に出向く場合もあり、巡回診療、医療相談や健康診断行

っている。さらに、地域での効果的な取り組むとすべく、福祉事務所、社会福祉協議会、市役所や町村役

場、更生保護施設どのほか、ボランティア団体や NPO、時にはマスコミなどとも連携を行っている。近年

では、就労や社会参加など地域のニーズに応じた取り組みにもつながっている。令和元年度では、全国の

40 支部と本部事務局で 430 事業を実施し、延 183,665 人を支援した。事業数や支援は年々増加している

が、コロナ禍の影響で中止になるものも現在みられている。 

 

 

＜新たな視点を基盤とした取り組み―ソーシャルインクルージョン＞ 

 先行研究について、Ciniiにて調べると、「生活困窮者支援」については 252件、「生活困窮者支援、取

り組み」では 28件であった（2021年 5月 12日検索・閲覧）。歴史的な側面の強い研究や、海外との比較

研究、済生会などの実際の取り組みに関する報告などが目立つ。一方、近年特にキーワードとして耳にす

る機会が増えた「ソーシャルインクルージョン」についても同様に検索を行った。「ソーシャルインクル

ージョン」では、339件、「ソーシャルインクルージョン、取り組み」では、32件が該当した（2021年 5

月 12日検索・閲覧）。ソーシャルインクルージョンの概念整理やビジネスモデルとしての実践報告、国際

支援における視点などが取り上げられている。 

 このように今、医療や福祉の実践をする上で基盤となるような新たな視点での強化が求められている。

そのひとつが、ソーシャルインクルージョンである。社会的援護を必要としている人々すべてを対象に

し、地域社会でのつながりをつくり、排除されない社会づくりを目指す理念である。社会的包摂と訳され

てきた。2000 年に当時の厚生省（現 厚生労働省）でまとめられた「社会的な援護を要する人々に対する

研究部門活動成果 



52 
 

社会福祉のあり方に関する検討会報告書」にて初めて提唱された理念である。これまでも存在してきた

概念であるが、なぜ今注目されているのか、それは、ダイバーシティすなわち多様性にも関係している

（図 5・6）。支援の対象者について、高齢者や DV 被害者などいわゆる弱い立場の人をイメージしがちであ

るが、地域に住む全ての人々が対象になりうる。 

 また、SDGｓ（持続可能な開発目標）も取り入れるなど、企業との連携をはじめとした社会資源の活用

が求められている。 

 

 

図５ 支援の基盤となる新たな視点       筆者作成 

 

 

 

 

図６ SDGｓとは 52 

 出典  済生会 HP：「済生会について」https://www.saiseikai.or.jp/about/ 

 

 図 7 は、足りないと思うサービスについての内閣府の調査結果である。待機児童の問題や教育に関す

ること、また、若者の自立した生活と就労に向けた支援への取り組みが求められていることが見てとれ

る。 

 地域の人々の暮らしを支えるには、家族形態や住まいの変化等による多種多様なニーズを把握し、か

つ、複合的な課題の解決に向けて取り組むことが求められている。それには、「地域におけるニーズの把

握」や「組織内・外との連携」が重要となる。 
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図 7 質・量が十分でない思う取り組み 

 出典： 「少子化社会対策に関する意識調査」概要 2018年 12月 

  インターネット調査（内閣府 HPより） 

 

 

＜済生会におけるソーシャルインクルージョンの取り組み＞ 

 済生会において、「済生会ソーシャルインクルージョン推進計画」が 2019 年に策定され、1541 の計画

がすすめられてきたが、さらに現在、1641の取り組みが進められている。 

 図 8 にあるように、その計画の内訳として、「医療・介護教室、イベント等」が最も多く、次に「社会

参画・ボランティア活動の推進」「住民の交流」の順になっている。対象者は「地域・住民」が多く、そ

のほかさまざまな対象者を設定している。そのほとんどがすでに取り組んでいるとしている。 

個々の計画について詳細をみてみると、その地域のニーズや特性に合った取り組みがなされているこ

とがわかる。また、連携先やパートナーとして、行政や学校、自治会、企業など、地域における済生会内・

外の組織や専門職との連携が重要な要素として浮かび上がってくる。 
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図８ 済生会ソーシャルインクルージョン推進計画 

 出典：社会福祉法人恩賜財団済生会『SDGｓと済生会 まちをつぐむ 1541の決意 済生会ソー

    シャルインクルージョン推進計画』 

 

 

＜ソーシャルインクルージョンの促進に向けて＞ 

 ソーシャルインクルージョンの促進にむけて、環境づくりが進められているが、東京都では、ソーシャ

ルインクルージョンの考えのもと、ソーシャルファーム促進条例が成立し、ワンストップ型の相談窓口

の設置など、すべての人を対象とした支援を目指し、官民で一緒に仕組みを作る伴走型の制度運用を目

指している。このようなソーシャルファーム（社会的企業）をはじめソーシャルインクルージョンの促進

において重要なのが、地域での住民や専門職などの連携である。 

 特に専門職の養成については、目まぐるしく変化する社会情勢の中、社会福祉の領域では、そういった

社会だからこそ活躍しうる専門職の養成のあり方が検討されてきた。 

 社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会（平成 30年 3月 27日）では、「少子高齢化の進展な

ど、社会経済状況の変化によるニーズの多様化・複雑化に伴い、既存の制度では対応が難しい様々な課題

が顕在化してきている。また、子ども・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に

創り、高め合うことができる地域共生社会の実現を目指しており、社会福祉士には、ソーシャルワークの
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機能を発揮し、制度横断的な課題への対応や必要な社会資源の開発といった役割を担うことができる実

践能力を身につけることが求められている。」としている。 

そこで、複合化・複雑化した個人や世帯への対応や地域共生社会の実現に向け、専門性を発揮できる社

会福祉士としての新たな養成カリキュラムが 2021年度から導入されている。 

社会福祉士の養成の中では、これまでも「社会的包摂」が学ぶべき項目として挙げられてきたが、今後

はさらにこの項目の持つ意味が重要性を増すといえよう。 

 

【結論】 
 生活困窮者支援やソーシャルインクルージョンの取り組みでは、いかに「意図的な実践や取り組み」

として実施するのかが問われる。それには、「地域におけるニーズの把握」や「組織内・外との連携」が

重要になる。また、「エビデンス（論拠・根拠）と活動の波及効果」を見据え、どのように取り組むのか、

今後への活動の積み重ねがなされている時期にあると言えよう。 

 また、済生会として、地域での暮らしを支える医療と福祉の実践としてのなでしこプランとソーシャ

ルインクルージョンにおいて果たす役割と意義は非常に大きいと言える。今後の課題として、地域での

連携の構築を担う人材養成や地域住民も交えた研修の機会に関する検討が重要となる。 

新たな取り組みとしては、コロナ禍での環境の変化や不安の影響を受けやすい、子どもや障がい者など

への支援をさらに検討する必要がある。なでしこプランやソーシャルインクルージョンの取り組みによ

って、地域で共に暮らすという視点が浸透し、一緒に居場所をつくることや一緒に働くことなど、持続可

能な地域づくりを目指せるようになるのではないであろうか。 
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